
 

 

４ 平成１９年１２月１９日付け監査委員告示第１２号公表分 

（１）水道局 

  ア 営業課 

監査の結果 水道料金の平成１９年度末未収金は、約４億３千万円となっ

ており、平成１９年８月から料金滞納分の収納業務が外部委託

されているが、今後、その効果も検証しながら収納率の一層の

向上に努められたい。 

措置の内容 水道料金の収納業務委託については、年度ごとに不納欠損の

対象となる期間の調定額に対する目標収納率を設定し、計画的

に収納率の向上を図っている。  

平成１９年度、平成２０年度の目標収納率に対する実績は、

次のとおりであり、その結果、平成２０年度決算における水道

料金の不納欠損額（未収給水収益）は、平成１８年度と比較し

て約２，１０７万円、平成１９年度と比較して約１，４７４万

円減少した。 

《収納率の実績》 

年   度 目標収納率 実   績 

平成１９年度 ９９．１４％ ９９．２１％ 

平成２０年度 ９９．２５％ ９９．３９％ 

 

 

 


